
回覧 
 

令和 8 年５月 16 日 

 
肥田町 町民各位 

 
自治会長  松村庄之丞 
環境部長  成宮伊佐夫 

 
 

宇曽川堤防・運動場草刈り、墓地掃除の実施について 

 
 平素は、肥田町自治会活動につきましてご理解ご協力いただきましてありがとうございま

す。 
 さて、標記の作業につきまして、下記のとおり実施しますのでよろしくお願い致します。 

 
記 

 
 
１、日時    ６月 7 日（日)  午前 6 時～  雨天延期  
        雨天中止の場合、６月 14 日（日）に実施します。 

 
２、集合場所  運動場 

 
３、作業場所  宇曽川堤防・運動場及び公園 
         （作業場所の詳細については、別紙を参照してください。） 
        上記場所終了後墓地 

 
 
※  草刈り機をお持ちの方はお貸しいただきますよう、よろしくお願い致します。 
※  集合時には概ね組毎にお集まりいただき、組長様にはお手数ですが組員の方の出欠と

草刈り機の有無を確認いただき環境部までお知らせください。（組長様が欠席の場合は、

代理の方でお願いします。） 
※  尚、実施の有無については、当日 5：30 に町内放送にてお知らせします。 

 
 



別紙 

 
 
● １～ ８組の鎌の方   三角花壇～終了後、運動場内 
● ９～18 組の鎌の方   運動場内 

           ※ 機械では刈りにくいフェンス際をお願いします。 

 
● １～ ８組の機械の方  高橋～国道 8 号交差点まで（約 630ｍ） 
● ９～18 組の機械の方  高橋～聖泉大学裏広場まで（約 970ｍ） 

           ※ 終了後、引き続き公園内をお願いします。 

 
   河川側の斜面については、予めファーム肥田様により、重機による刈り取りを行って

いただいております。従いまして、機械の方は主に南側斜面の刈り取りをお願いします。 
また、重機の刈り残し個所についても併せてお願いします。 

 
 
 

※ 草刈り機の方は、足元に気を付けていただくとともに、他の人と常に

十分な間隔を保ち作業にあたってください。 

 

※ 怪我、事故無きよう くれぐれも安全作業でお願いいたします。 

 
 
 
                                                                    以上                                            


